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(論文内容の要 旨)

本研究 は、 日露戦後か ら日中戦争 までの時期 を対象 として、① この時期の 日本、イ

ギ リス、アメ リカ各国の政治 と外交の変化 をそれ ぞれ の国家観や社会秩序観 に則 して

検討す ると共 に、②各国間お よび中国に関連す る通商条約、関連協定、政策 を比較検

討 し、合わせ て、③特 に 日本 に関し、政軍関係 と軍 を中心 とする中国政策 について検

討 している。本研究はその際、 日本 の政策や政軍 関係 については 日本の国際的地位の

変化 と対応 させて理解す ると共 に、イギ リスやアメ リカの諸政策 を、両国の先行研究

を援用 しなが ら、それぞれの国家権力 の抑制を図る自由主義の伝統 と、19世 紀か ら20

世紀 にかけての両国にお ける民主主義の拡大 に伴 う国家機能の拡大 との相互関係 に注

目して理解 し、 日本の内外政策 との原理的な違いを明 らかにしている。以下、各章の

論点 を要約す る。

序章では、本論理解のための前提 として、①19世 紀後半のイギ リスが、社会に対す

る国家の介入 を抑制す る自由主義の伝統 を民主主義の拡大 に応 じて変化 させ たこと、

それ に応 じて外交政策 についても、国際的義務 を回避す る孤立主義 から日英 同盟 に始

まる同盟外交へ と転換 したこと、②19世 紀半 ば以降のイギ リス帝国においても、民主

主義 の流れ を背景 に、 自治領 の権限拡大 に応 じて 白人 の権利 を守 るためにアジア人排

斥 を激化 させ たこと、③19世 紀末以降のアメ リカは、国内における独 占企業の台頭 と

対外的な海外領 土の拡大が進む中、 自由主義 のあるべき姿 と国家の機能 をめ ぐって分

裂 を深 めたこと、④19世 紀半ば以降、欧米列強は中国においても、 自国民の権利 を保

護す るための租界や租借地 を形成したこと、そ うした中でイギ リスは、20世 紀初めに、

中国 とその税制 ・行政改革 を促す通商条約上 の規定 を成立 させ、 中国の保全 のための

積極的外交措置 をとるよ うになったこ とを紹介的に論 じてい る。

第1章 では、 日露戦後 の 日本政治 と財政 ・経済政策 などを取 り上げ、①西園寺内閣の

与党 となった政友会は、政権参画 を優先 し、従来 の藩 閥の政策 を継承 したこと、②対

して第二次桂太郎 内閣は、旧来 の藩 閥の権威 を利用 しなが ら、 旧来 の政策 を刷新 し、

国内において階層的社会秩序 を産業社会 に於 ける分業意識 に再編す る と共 に、社会政

策 を導入す ることで、国民全体 の国力 を向上 させ ようとし、対外政策 においては、欧

米諸国や清朝 との合意 を形成 しなが ら大陸権益 を確立 し、大国に準ず る地位 を確立 し

よ うとしたこと、③桂園時代 を通 じ、実質的な金融緩和 によ り、経済成長 において成

果 を挙 げる一方で、貿易赤字 と合わせて円の国際的信用 を低下 させ たばか りか、国内

各方面で緊縮財政方針 と矛盾す る積極 的財政志向を生 じさせ、大正政変 の遠 因を作っ
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たことを、明 らかにしている。

第2章 では、まずは 日露戦争期か ら第一次世界大戦 までのイギ リス外交が、大陸 ヨー

ロッパ諸 国や アメ リカ と、関連地域毎 に差異を施 した多元的な合意を形成 しなが ら、

防衛負担 の軽減 と国際秩序 の安定化 を図っていた ことを明 らかにし、次いで同時期の

日本外交 について取 り上 げ、特 に第二次桂太郎内閣が、 日本の国際的地位や大陸権益

を確保す るため、欧米諸国や清朝 との合意 を優先 し、また、欧米 との対等の関係 を形

成す る観点か ら双務主義の原則 の下で関税 自主権 の回復 に関する条約改正 を行ったこ

とを明らかにしてい る。

第3章 では、 日露戦争期 から第一次世界大戦までのアメリカの内外政策 を取 り上 げ、

革新主義 の時代のアメ リカが、国内外 にお ける独 占企業の影響力拡大 とそれに反発す

る国民的気運 が対立す る中で、アメ リカ的な 自由主義 ・民主主義の内実が変化 してい

く過程 を論述 してい る。す なわち、非公式の政治力 を駆使 して内外 の対立 を抑 えたセ

オ ドア ・ローズ ヴェル ト政権か ら、大統領 の行政 的主導権 の行使 を自制 しつつ、お も

に立法 ・司法措置 を通 じて改革 を推進 しよ うとしたがゆえに、革新派の離反 をまねい

たタフ ト政権 を経 て、社会や経済 に対す る政府の介入 には消極的ながら、理念 を重視

して国内をま とめてい くウッ ドロー ・ウィル ソン政権へ と移行 していったことを明 ら

かに してい る。

第4章 では、1911年 の辛亥革命後の 日本政治 においては、欧米列強の勢力 に警戒す

る旧来の立場 と、 日本 のさらなる国際的地位 の向上 を目指 して積極的な対外政策 を求

める立場 の対立が生まれた、藩 閥の政策調整力が低下 して大正政変 が発生 し、 さらに

は満州 にお ける参謀本部の独断的行動まで発生 したことな どを明らか にしてい る。

第5章 では、第一次世界大戦期 の 日本の中国外交 を取 り上げ、21か 条要求の中心的

交渉課題 となった土地関連民事訴訟 をめ ぐる司法管轄権問題の詳細 を明 らかにし、次

いで第二次大 隈内閣および寺内内閣期 の対中国外交 について、満州 における独立運動

への支援や、哀世凱死後の政権 に対す る資金援助 を通 じて、中国に対す る影響力 の拡

大 を目指 していたこと、 しか しそのよ うな外交 は、藩 閥の影響力低下 を背景に、内部

の不統一 を含 んでお り、成果 を挙 げられ なかった ことを論 じてい る。

第6章 では、第一次世界大戦 中の 日米関係 を取 り上 げ、 ウッ ドロー ・ウィル ソン政権

の後半期の内外政策が、内外 に向けて自由主義 ・民主主義の普遍的な理念 を掲げつつ、

その理念 を共有す る当事者 による自発 的な秩序の形成 を促す方針で一貫 していた こと

を示 し、それ が第一次世界大戦への参加や同時期 の対 日政策 にも表れた こと、そ うし

たアメ リカの政策 が、シベ リア出兵 をめ ぐり、アメ リカの民主主義 にそ ぐわない と判

断 された 日本 の出兵に対す る過剰な警戒感 となって表れたことを明 らかにしている。

第7章 では、パ リ講和会議における国際連盟の創設が、多国間関係の調整 と主権国家

の尊重によって自国の安全保障を効率化 した20世 紀のイギ リス外交を背景に登場 した

こと、パ リ講和会議にお ける 日本 とアメ リカの対立が、条約上 の権利 を重視す る日本
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と、理念 による国際秩序の安定化 を目指すアメ リカとい う外交原理 の対立か ら生 じて

いた ことを明 らかにしている。

第8章 では、アメ リカの共和党が政権奪回のため、党の統一 を優先 して国際連盟参加

を断念す ると共 に、政権奪 回後 は、既存 の秩序 を尊重す る保守的価値観 に基づ き、大

国間の合意 によって自国の権利擁護 と国際秩序の安定化 を図るべ く、 ワシン トン会議

を開催 し、また、国際委員会 を通 じて ドイツ賠償 問題 を解決 し、 ラテ ンアメ リカにお

いても国際司法や 国際会議 を重視す る外交への転換 を図っていった ことなどを明 らか

にしている。

第9章 は、第一次世界大戦後のイギ リスが、分権的な地方 自治改革 と一体化 した社会

政策 の導入 による国内の安定化や、民族 自決 の理念 に対応 した帝国統治 の再編 を図る

一方で、 ヨー ロッパ諸国間の関係調整 を積極的 に進め、大 国 としての責任 を果たす こ

とで、帝 国の統治 と自らの国際的影響力 を保持 しようとしたことな どを明らかにして

い る。

第10章 では、1920年 代の 日本力＼ ①大国 としての 自覚 と民主化の内外気運 に応 じて

政党内閣を成立 させた こと、②対外債務な どへの配慮か ら長期的な円高への展望の下、

企業保護政策 を採用す ると共 に、企業 に労働者保護 を義務づ け、 さらに景気変動 の影

響 を緩和す る諸施策 を通 じて国民全体の安定的経済成長 を目指 した こと、③ この時期

に登場す る幣原外交 も、大国 としての自覚 に基づき、従来 の外交 を転換 した ことを論

じてい る。

第11章 では、①1925年 の北京関税特別会議 について、英米 日の対応 が各国の全体

的外交原則 に則 して決定 されていたこ と、②会議失敗後の満州情勢 の緊迫化 と国民党

による北伐 に対 し、イギ リスが重点主義的な強硬策 と融和策 を併用 しながら、列強全

体 と中国の関係安定化 を図ろ うとしたのに対 し、 日本 は中国全体 に対す る政策的一貫

性 を重視 していたこと、③1928年 の中国と米英の関税条約の締結に際し、アメ リカは

原則 を重視 したのに対 し、イギ リスはや は り東アジア秩序 の安定化 を重視 していたこ

とを明らかにしてい る。

第12章 では、1920年 代の 日本陸軍 について、①反長州閥の古参軍人が長州閥の役割

を継承 しよ うとしたのに対 し、田中義一や宇垣一成 らが職権 を駆使 して古参軍人を排

除 し、政党内閣 と協力関係 を形成 したこと、②以上 を背景 に、陸軍 の中堅将校 も、 自

らの地位 の上昇 と職権 の獲得 による陸軍改革志向を強めた こと、③ 田中や宇垣は、 中

国外交 に関しては守 旧的で、張作森 との関係 を重視 し、張作森 の経済政策 に反発す る

在満 日本人の世論 に冷淡であったのに対 し、反長州閥および中堅将校 は張作森 に強硬

であったこと、④1928年 の張作森爆 殺事件 は、河本大作が軍職 を捨てる覚悟で行った

非常措置 であって、権力志 向の強い他の中堅将校 の行動様式 とは異質であったことを

明らか にしてい る。

第13章 では、世界恐慌前後の米英 日の内外政策 について、①アメ リカは、連邦政府
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の権限行使 に消極的な経済政策 を維持 しなが ら、アメ リカの実質的軍拡 の権利 を保持

す るロン ドン海軍条約 を成立 させたこ と、②イギ リスでは、 自由貿易 と積極財政 を掲

げる自由党、関税導入 と緊縮財政 を掲げる保守党、 自由貿易 と緊縮財政 を掲 げる労働

党が対立す る中で労働党政権が成立したが、世界恐慌 に対処できず、 自由党 と労働党

が内部分裂 を深 めてい くこと、③ 日本 は、1920年 代の経済 ・社会政策を踏まえた世界

恐慌対策 を実施 したことな どを明らかにしてい る。

第14章 では、1929年 以降の中国 と欧米列強 との治外法権撤廃交渉 について、中国の

排外主義 を抑制 しよ うとす るイギ リスの戦略が大 きな推進力 とな り、上海特 区法院協

定や英中仮合意が成立 していったことを詳細 に明 らかにしている。

第15章 では、満州事変勃発 の原因 に関連 し、①張作森爆殺事件 の処理が、陸軍上層

部の責任 回避 を優先す るものであったため、陸軍上層部 に対する中堅将校の反発 が決

定的になった こと、②関東軍 に赴任 した石原莞爾 が、独 自の論理体系か ら満州 占領構

想 を作 る一方 で、満州 における非常事態 の発生 に対す る陸軍中央の消極姿勢への反発

か ら非常措置的に満州事変を決意 したこと、⑧1920年 代 を通 じ、政党内閣と陸軍上層

の関係が協力的であったが故 に、満州事変勃発後、陸軍の中堅将校 は政友会に働 きか

け、陸軍上層部の更迭 を図った ことな どを明 らかにしている。

第16章 では、満州事変期 について、① 日本陸軍は皇道派 によって統制が回復 され る

一方で、中堅将校 には分裂要因が生 じてお り、 中でも永 田鉄山は政官界や宮中 との提

携 を模 索 し、宮中側 もテ ロ事件 を警戒 して永田の情報 に基づ き政党内閣を終わ らせた

こと、② 同時期 のイギ リスは、実質的な保守党政権 によ り、広域 自由貿易圏 としての

スター リング圏や帝国特恵 を成立 させたこと、③満州事変をめ ぐる国際連盟の審議は、

連盟 の権威保持 を優先す るイギ リスの最終判断の下で、 日本 を連盟 から脱退 させ る と

共に、連盟外での大国間の合意の余地 を残す解決が図 られたことを明らかにしている。

第17章 では、①満州事変後の 日本の対 中国外交は、外務省 と関東軍が間接的に協力

し、中国に満州国承認を求 めず、満州国 と中国の経済交流 を回復す ることで緊張緩和

を 目指す ものであった こと、②満州事変後の 日本 が、円通貨の暴落 と満州への投資拡

大な どを背景 に、国際 自由貿易 に依存す る広域経済圏を形成 したこと、③以上の 日満

広域経済 圏は同時に、同地域 に華北を加 えて統制経済 を施行 しようとす る永田鉄 山 ら

の構想 をも生み出し、永 田はその構想 を実現す るため、統制経済 に反対す る当時の陸

軍首脳(皇 道派)の 追い落 としを図 り、それが陸軍派 閥対立 を引き起 こしてい くこと

を明 らかにしている。

第18章 では、満州国 と日本の関係 について、①当初 、関東軍は満州国に中央集権的

組織 と日本 による監察機構 を設置す ることで、間接的統制 を図ろ うとしたのに対 し、

次第 に 日本本 国か らの派遣人事 に基づ く、各省庁 の人員支援 に基づ く稟議制的組織へ

と変容 していったこと、②1936年 の 日満条約 は、通商条約を代替す る、 日本人に対す

る満州国全面 開放条約 であ り、 これによ り保護国 としての満州国の地位 が確定 したこ
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とを論 じている。

第19章 では、1930年 代初めのアメ リカ とイギ リスの内外政策 について、① アメ リカ

は多元的な利害 を組み込むニ ューディール政策 を採用 し、それを背景 に、 自国利害 を

優先す る立場 から国際合意 を否定 し続ける一方で、内外世論 に将来への理念 を積極的

に提起す る傾 向を強め、それが1930年 代半 ばの国際紛争 に対す る対応 にも反映 されて

いったこと、②イギ リスは、アメリカを始 めとす る国際合意の実現を追求する一方で、

国際 自由貿易 の維持 と民間主導 の経済合理化、社会政策の推進 のため、軍備計画 の合

理化 と ドイツに対す る宥和政策 を展 開していった ことを明 らかにしている。

第20章 では、広域統制経済圏の形成 を目指す永 田鉄 山ら陸軍統制派が、青年将校 を

弾圧 し、政官界 を欺隔 しなが ら、皇道派 を失墜 させ、同時に中国現地軍 に華北分離工

作 を暴発 させ ていった こと、 しかし、参謀本部では、現地 の謀略が蒋介石の抵抗 で失

敗 したことを利用 して事態 を収拾 していった ことを明 らかにしている。

終章では、本論の要約 と共 に、20世 紀前半の英米世界秩序 とは、拡大する国家権力

を通 じ、その さらなる拡大 を抑制す るための大国間の合意や国際原則 を設定す ること

で成立 したこと、また、それは英米 の、国家権力 に対す る自国民の権利 を保護す るた

めのものであったため、結果的に非欧米人 に対す る欧米列強の権利 を強 く保護するも

のとなったこと、不平等条約 として知 られ る通商条約上の特殊規定もそ うした英米世

界秩序 を背景 として存在 したこと、ただ し、そ うした個人 の権利保護 を優先す る英米

の政治は、1920年 代半 ばまでは安定せず、対 して国家的統一規範 を重視する 日本 は、

安定的な政治秩序の下で、欧米の政治 ・経済制度 を導入 したが、それが1930年 代の独

断的膨張主義 の抑制に失敗す る要因 ともな り、支那事変の長期化か ら大東亜戦争へ と

つながってい くことな どを論 じている。
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(論文審査の結果 の要旨)

本論文は、 日露戦争後か ら日中戦争がはじまるまでの約30年 間にわたる 日本 の政治

外交史 を、中国問題 をめぐって繰 り広げ られるイギ リス、アメ リカ と日本 との問の複

雑な相互関係 の展開 として描 き出した、全22章 からなる力作 である。その分量 は圧倒

的で、本文だけでA5版2段 組800ペ ー ジに達 し、文字通 りの大著 とい うほかない。

本論文 の分量がか くも膨大 となったのは、著者 が採用 している政治外交史研究 の方

法的立場 に由来す る。本論文はマ クロ的な視点にたって20世 紀前半の 日本の政治外交

史 を包括的に概観 したものであるが、ほぼ30年 間の 日本の政治外交史 を論 じるにあた

り、著者 は、 日本 の対外政策 と対外行動 とくに中国に対す るそれ を、それ 自体単独で

成立す るものではな くて、常 に同時代のイギ リスおよびアメ リカの対外政策 ・対外行

動によって規定 されていた と考える。19世 紀後半から20世 紀前半にかけて、イギリス ・

アメ リカでは国内政治 における自由主義 ・民主主義の進展 がみ られるが、その対外政

策においても同様 であ り、両者 の主導のも とで自由主義 ・民主主義 の理念 と政策 に見

合った世界的な国際秩序が徐々に形成 されていった。もちろん、 自由主義 ・民主主義

といってもイギ リス とアメ リカではその内実に大 きなちがいはあったが、 「国家権力 に

対す る個人の権利保護 と代表制 にもとつ く分権的な自治の理念」 をその核心にお く点

では共通 していた。 日本 も欧米列強 と国際的に対等な立場 の獲得 をめざして、 この趨

勢 を受 け入れ てい くが、歴史的伝統 が異なるために自由主義 ・民主主義 の社会的な受

容においてイギ リス ・アメ リカ とは原理的 に異なる立場 をとった。すなわち 日本 にお

いては 「個人 の権利保護 よ りも遵法意識や従順 を美徳 とし、君主の下での一体性 を重

視す る」価値意識 のもとで 自由主義 ・民主主義が受容 されていったのである。 この 自

由主義 ・民主主義 をめ ぐる価値観 の相違が 日本 とイギ リス ・アメ リカの相互関係 を大

き く規定 してお り、相互理解の成立を困難 にしていた。イギ リス ・アメ リカ とくにア

メ リカは 日本 を自由主義 ・民主主義 を否定す る国家 とみなす傾 向が強 く、また 日本 も

イギ リスやアメ リカの外交政策 を正し く理解す ることが難 しかった。 中国問題 をめ ぐ

るイギ リス ・アメ リカ と日本の対外政策 の対立の根源 には、 このような政治文化 の原

理的相違 があった と著者は考 える。

しか しなが ら著者の独 自性は、 日本 とイギ リス ・アメ リカ との間に原理的な対立関

係 を設定す るところにあるのではな くて、む しろ反対 にこのよ うな原理的対立 を所与

の前提 として、そこか ら日本 とイギ リス ・アメ リカとの対立の歴史を演繹的に導出す

るのを否定す る ところに見出され る。著者は、 日本 とイギ リス ・アメ リカとの政治文

化にみ られ る原理的相違 をで きるかぎ り帰納的 に導 こ うとす る。す なわちそれぞれの

政治文化 の特徴 を抽出す るために、それ ぞれの国についてその内政 ・外政の全体 にわ

たって検証す る作業 をい とわなかった。その結果、本論文は、中国問題 をめ ぐる日英

米三国関係の歴史的研究 において通常想定 され る守備範囲をはるかにこえたひろが り

をもつ ことになった。 とくにイギ リス ・アメ リカに関しては、 日本や中国に直接関係
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す る問題 に範囲 を限定す ることな く、内政 ・外政 のよ り広範囲にわたって論 を展 開し

ている。たとえばアメ リカのウィル ソン政権 については対 中借款団やカ リフォル ニア

の排 日移民法 の問題に とどまらず、その反 トラス ト政策や労働政策 にまで筆 が及 んで

お り、イギ リス についてもネ ビル ・チ ェンバ レンの政策理念 を理解 す るために彼 が

第2次 ボール ドウィン内閣期 に蔵相 として推進 した社会政策や地方 自治政策 までもが分

析 されてい るのである。本論文 がか くも大部 の著作 となってしまったのはこのよ うな

理由によるのであるが、その結果、 日本 については第1次 桂内閣から第1次 近衛内閣ま

での外政 と内政が、イギ リス については ソールスベ リー内閣か らチェンバ レン内閣ま

で、アメ リカについてもセオ ドア ・ルーズベル ト政権 か らフランクリン ・ルーズベル

ト政権までの内政 と外交がほぼ同様 の密度で論 じられ ることにな り、期せず して レベ

ルの高い20世 紀前半の 日米英三国現代史の概説 ともなっている。

政治文化 の原理的な相違 を想定す る著者 は、20世 紀前半の段階では、イギ リス ・ア

メ リカ にお ける自由主義 ・民主主義 の発展は、 自治領や州 の 自治権 を強めた結果、そ

れ らの地域での多数住民の権利保護 を名 目とす るアジア系移民 の排斥 となってあ らわ

れた とす る。 また中国政策 の面 では、それ らは機会均等 ・門戸 開放政策 となってあ ら

われ るが、同時 に不平等条約の存在 を前提 とした租界 の司法権 ・行政権 の拡張、海関

や借款の国際管理 とい うかたちをとった とす る。いずれ も日本 か らみれ ば、 日本排除

の政策 とみな され るものであ り、 日本 はそれに否定的態度を とった。いっぽ うイギ リ

ス ・アメ リカからすれ ば、 日本 は自由主義 ・民主主義 を理解できず、同化 を拒否す る

移民 を送 り込み、中国において覇権 を求めよ うとす る存在 とみなされた。 しかも両者

の問に横 たわる原理的な相違のため、 この相互理解の欠如 は容易 に埋めがたい ものが

あったと著者 はい うのである。

このような政治文化 における原理的対立 を強調す る議論 はお うお うにして、最終的

に太平洋戦争 に帰結 した 日本 とイギ リス ・アメ リカとの対立関係 を不可避的なもの と

みなす傾 向にあるが、著者 は必ず しもそのよ うな立場 を とらない。著者 は通常イギ リ

ス ・アメリカに対 して協調的 とされている第2次 大隈内閣の外相 の加藤高明 と加藤高明

内閣か ら浜 口内閣にかけての外相であった幣原喜重郎 の外交 を高 く評価す る。それ は

彼 らが 日本の国際的地位の向上 を背景 にして、互 いに異質であることを前提 としなが

らも、イギ リスや アメ リカ と同 じ土俵の上 に立って競争 し、イギ リスや アメ リカに対

して、彼 らと同じ論理 を駆使 しなが ら粘 り強 く交渉 し、競合 しつつ共存 しなが ら、 日

本独 自の政策 と国益 を追求 したからであった(そ の背景 には 日本 にお ける自由主義 と

民主主義 の拡大 ともい うべ き大正デモ クラシー と政党政治 の定着があったと著者 はい

う)。 この評価基準か らすれば、加藤外交や幣原外交 こそが真の意味での対英米 自立外

交であ り、1930年 代後半の 日本外交 はイギ リス ・アメ リカ と同 じ土俵 にのぼって競争

す ることをはじめから放棄 してしまってい る点で、 もはや対英米 自立 とはいえない こ

とになる。
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現在の学問的水準か らす ると、外交史料 をはじめとす る政府 関係 の公文書、政策決

定や外交交渉 に関与 した人物の私文書な どの一次史料 を網羅的に収集 し、それ らの精

密な分析 に依拠 して論 を展開す ることが国際関係史の研究 においては必須の条件 とさ

れてい る。実証性 の高い信頼できる研究 であるためには、 これは当然の ことではある

が、 しか しその反面、膨大 な史料 を操作す ることに追われるあま り、一人の研究者が

手に負 える研究対象の時間的 ・空間的範囲は 自ず と限 られてこざるをえない。比較的

狭 く時間の幅 をき り、ある特定 の国際関係史上の具体的問題や事件 をめ ぐっての多国

間関係それ も対外的な政策決定過程や相互交渉の過程 を軸 にした相互関係の分析 に終

始す ることが多いのである。本論文 は、その ような研究手法 をとらな くとも、す ぐれ

た現代史研究が可能であることを示 した好著である。もちろん、本論文 にはオー ソ ドッ

クスな外交史研究 としても高 く評価すべ き部分が含まれている。1925年 の北京関税会

議 を扱 った第11章 や1929年 から31年 にかけて中国 と欧米諸国 との間でお こなわれた

治外法権撤廃交渉 を扱った第14章 がそ うである。 これ らは個別研究 としてすでに学界

でも高い評価 を受 けてい る。 しかしそれ以外 の部分では、それぞれのテーマについて

の内外の優れ た専門研究書 を入念 に読み込む ことで議論が組み立て られ ている。その

中には通常 この時期 を研究対象 とす る 日本の政治外交史の専門家が決 して手に取 るこ

とのないよ うなイギ リスや アメ リカの各政権 に関す る研究書が多数含まれ る。また、

そ うしなけれ ば本論文 のような野心的な著作 は不可能 であったろ う。 日本の政治外交

史の研究 としてみた場合、本論文が採用 した方法 は、京都大学の現代史学専修が求め

てきた多面的な相関関係 を重視す る現代史研究のあ りうべきひ とつのモデル を示 した

もの として高 く評価 できる。

なお、 日本 の政治外交史 プロパーの研究 としても、本論文 には数多 くの創見が見い

だせ る。加藤外交や幣原外交の評価 についてはす でに述べたが、そのほかにも満洲事

変後 の皇道派 と統制派 の評価 があげられ る。近年井上寿一や森靖弘によ り満洲事変後

に 日中関係の悪化 にブ レーキをかける存在 として統制派の永 田鉄 山を高 く評価 する学

説が出されたが、著者 はこれ を否定し、む しろ満洲事変後 に対 ソ対 中静観主義 をとっ

て紛争の拡大 を止 めようとしたのは小畑敏四郎等 の皇道派 であ り、権力志向の強い永

田は皇道派 を一掃 し、青年将校運動 をスケープゴー トとして弾圧 しつつ、華北分離工

作 を推進 してい き、対 中政策の混乱をもた らす とともに、 日中戦争 の原 因をつ くった

とす る。皇道派 を過大評価 してい るきらいがなしとしないが、永 田と統制派 の評価 に

ついては、史料の解釈 とあわせ て説得的な議論が展開 され ているとい えよ う。

以上審査 した ところによ り、本論文は博士(文 学)の 学位論文 として価値 あるもの

と認められる。なお、2012年12月27日 、調査委員3名 が論文 内容 とそれに関連 した

事柄 について 口頭試問を行 った結果、合格 と認めた。
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